
被爆者健康手帳申請対象者 

 

【広島関係】 

 

【長崎関係】 

被爆者 １号 直接被爆者  昭和 20年８月９日に原爆が投下された際 

（１）当時の長崎市内 

（２）長崎県西彼杵郡福田村のうち、大浦郷、小浦

郷、本村郷、小江郷及び小江原郷 

において直接被爆した者 

２号 入市者  昭和 20年８月９日から 23日までの間に、爆心地か

ら概ね２km以内の区域に立ち入った者 

３号 死体処理及

び救護に従

事した者等 

 昭和 20年８月９日から 23日までの間に、上記２号

以外の区域において、身体に原爆放射能の影響を受け

るような事情の下にあった者 

４号 胎児 上記１、２、３号被爆者の胎児であった者 

（昭和 21年６月３日までに出生した者） 

 

被爆者 １号 直接被爆者 昭和 20年８月６日に原爆が投下された際 

（１）当時の広島市内 

（２）広島県安佐郡祇園町 

（３）広島県安芸郡戸坂村のうち、狐爪木 

（４）広島県安芸郡中山村のうち、中、落久保、北平

原、西平原及び寄田 

（５）広島県安芸郡府中町のうち、茂陰北 

において直接被爆した者 

２号 入市者 昭和 20年８月６日から 20日までの間に、爆心地から

概ね２km以内の区域に立ち入った者 

３号 死体処理及 

び救護に従 

事した者等 

 昭和 20年８月６日から 20日までの間に、上記２号以

外の区域において、身体に原爆放射能の影響を受けるよ

うな事情の下にあった者 

４号 胎児  上記１、２、３号被爆者の胎児であった者 

 （昭和 21年５月 31日までに出生した者） 


